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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和1年8月8日(2019.8.8)

【公開番号】特開2019-20362(P2019-20362A)
【公開日】平成31年2月7日(2019.2.7)
【年通号数】公開・登録公報2019-005
【出願番号】特願2017-141929(P2017-141929)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  21/64     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/01     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/27     (2006.01)
   Ｇ０１Ｊ   3/443    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   21/64     　　　Ｚ
   Ｇ０１Ｎ   21/01     　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｎ   21/27     　　　Ａ
   Ｇ０１Ｊ    3/443    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月27日(2019.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　一般に、検知器１６から得られる試料からの蛍光の電気信号は、蛍光の強度を示す種々
のスペクトルの形式で、表示部４２が表示する。図２～図５は、本実施形態の分光蛍光光
度計１のみならず、一般的な分光蛍光光度計によっても得られる、二つの軸を含む二次元
スペクトルの例を示している。図２はスペクトルの一例である励起スペクトル、図３はス
ペクトルの一例である蛍光スペクトル、図４はスペクトルの一例である時間変化スペクト
ル、図５（ａ）、（ｂ）はスペクトルの一例である三次元スペクトルをそれぞれ示す。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　操作者が、操作パネル４１から統合データ表示を表示する旨の入力をすると、コンピュ
ータ３１（制御部３２）が入力に対応した指示を表示部４２に出力する。この出力を受け
た表示部４２は、１）画面の左上領域（Ａ）（以下、「図１７（Ａ）」という）に三次元
時間変化スペクトル、２）画面の右上領域（Ｂ）（以下、「図１７（Ｂ）」という）に三
次元時間変化スペクトルから切り出された時間変化スペクトル、３）画面の右下領域（Ｃ
）（以下、「図１７（Ｃ）」という）に三次元時間変化スペクトルから切り出された蛍光
スペクトル、４）画面の左下領域（Ｄ）（以下、「図１７（Ｄ）」という）に試料画像、
それぞれをサブ画面の形式で表示する。ただし、いずれの領域にいずれのサブ画面を表示
するかは自由であり、特に限定されない。また、本実施形態では領域の数（画面の分割数
、サブ画面の数）は４つであるが、この数は特に限定されない。分割の形態も特に限定は
されない。以下、図１７の配置に基づき説明する。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　この測定時間間隔に合わせてカメラモジュール２１が試料画像を撮影する。コンピュー
タ３１（制御部３２）は、測定時間に対応した複数の試料画像を含む試料画像一覧を生成
する。そして、図１７（Ａ）に示す様に、表示部４２が、測定時間に対応した測定時間軸
（縦軸）に合わせて試料画像一覧を示すことにより、操作者は、三次元時間変化スペクト
ル特性と各測定時間における試料画像を対比しながら確認することができる。この時、図
では三次元時間変化スペクトルの右側に測定時間に合わせて撮影した試料画像一覧を表示
しているが、測定時間と対比して表示させることが好ましいため、三次元時間変化スペク
トルの左側に表示しても構わない。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　Ｉ－Ｉ線が停止した位置における図１７（Ａ）の三次元時間変化スペクトルの断面が、
図１７（Ｂ）の時間変化スペクトルに相当する。よって、操作者が図１７（Ａ）のＩ－Ｉ
線を、操作パネル４１の操作により左右にずらし、蛍光波長を変化させることで、図１７
（Ｂ）の励起スペクトルが連動して変化する。本例では、図１７（Ａ）のＩ－Ｉ線が５４
０ｎｍの蛍光波長を選択しており、図１７（Ｂ）には５４０ｎｍの蛍光波長に対する時間
変化スペクトルが表示されている。また、試料画像は測定時間に連動して取得しているた
め、試料画像一覧は測定時間の軸の下部に表示することが好ましい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　そこでコンピュータ３１（制御部３２）は、試料画像において試料領域の座標および積
分球内面領域の座標を設定し、積分球内面領域の座標を基に、この領域を背景として登録
する。そして、コンピュータ３１（制御部３２）は、異なる励起波長条件下における背景
色を特定の色に統一して塗りつぶし、処理後の画像を表示部４２が表示する背景処理を実
施する。これにより、励起波長の変化に伴う背景色を統一することができ、対比錯視の影
響なく試料領域の明度や色味を比較することが可能となる。図２０は、背景色を黒に統一
または白に統一した図を例示しているが（二段目及び三段目）、背景は任意の色とするこ
とができる。励起波長の変化に伴う積分球内面領域の明度・色味を比較したい際には、試
料領域の座標を統一した色で塗りつぶし表示してもよい（最下段の白の例）。背景色の比
較が容易となる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１２】

【手続補正７】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１５】

【手続補正８】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１７】
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